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STEP

○□○○◇○試験

STEP

STEP
※1

地 区 建 専 連 一 覧地 区 建 専 連 一 覧

建 専 連 会 員 団 体建 専 連 会 員 団 体

地　区 電 話・F A X 番 号

北海道

東 北

関 東

北 陸

中 部

近 畿

中 国

四 国

九 州

沖 縄

〒062-0020 札幌市豊平区月寒中央通3丁目1-10 稲田ビル3階
北海道建設作工技建（協）内
〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-7-30 エグゼクティブ上杉2階

（一社）宮城県建設専門工事業団体連合会内
〒110-0015 台東区東上野5-1-8 上野富士ビル9階

（一社）日本機械土工協会内
〒950-2027 新潟市西区小新大通1-5-3

（一社）新潟県建設専門工事業団体連合会内
〒460-0022 名古屋市中区金山1-14-9 長谷川ビル9階
愛知県鉄構工業協同組合内
〒540-0034 大阪市中央区島町2-1-5

（一社）大阪府建団連内
〒730-0847 広島市中区舟入南4-14-15 中東ビル２階 
福井建設（株）内
〒761-0705 香川県木田郡三木町井上3000-45
香川県鉄筋業（協）内
〒813-0034 福岡市東区多の津4-5-13 杉山ビル6階

（一社）福岡県建設専門工事業団体連合会内
〒900-0012 那覇市泊3-5-6

（株）沖縄建設新聞内

TEL  011-803-0559
FAX  011-803-0559
TEL  022-265-0887
FAX  022-265-0840
TEL  03-3845-2727
FAX  03-3845-6556
TEL  025-267-6020
FAX  025-267-6019
TEL  052-331-4808
FAX  052-332-1693
TEL  06-6946-2131
FAX  06-6946-2133
TEL  082-235-1877
FAX  082-235-1878
TEL  087-898-3055
FAX  087-898-3400
TEL  092-624-7599
FAX  092-624-7598
TEL  098-867-1290
FAX  098-867-1295

建設スキルアップサポート制度のご案内

【制度の概要】

【助成金の申請】

【助成金の交付】

【問い合わせ】

【建専連とは】専門工事業、設備工事業および建設関連業団体で構成する一般社団法人で、個々の業界団体を超えた横断的共通の
課題の解決に向けた活動を展開しています。

【本制度の問い合わせ先】

所　在　地

（2017.4）

一般社団法人 建設産業専門団体連合会
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-2-12
　　　　　　　（虎ノ門4丁目MTビル2号館3階）
TEL：03-5425-6805　FAX：03-5425-6806
URL：http://www.kensenren.or.jp

（一社）カーテンウォール・防火開口部協会
消防施設工事協会
全国圧接業協同組合連合会
全国管工事業協同組合連合会

（一社）全国基礎工事業団体連合会
（一社）全国クレーン建設業協会
（一社）全国建設室内工事業協会
（一社）全国コンクリート圧送事業団体連合会
（一社）全国タイル業協会
（公社）全国鉄筋工事業協会
（一社）全国道路標識・標示業協会
（一社）全国防水工事業協会
全国マスチック事業協同組合連合会
ダイヤモンド工事業協同組合

（一社）鉄骨建設業協会
（一社）日本アンカー協会
（一社）日本ウレタン断熱協会

カ ・ 防 協
消 施 工 協
全 圧 連
全 管 連
全 基 連
全 ク 協
全 室 協
全 圧 連
全 夕 協
全 鉄 筋
全 標 協
全 防 協
マスチック協連
D C A
鉄 建 協
アンカー協会
ウ レ 断 協

N G S
日 機 協
基 礎 協
日 金 協
ジ ェ イ シ フ
日 本 軀 体
日 本 型 枠
日 板 協
日 左 連
日 装 連
J S D A
造 園 連
日 造 協
日 夕 煉
日 塗 装
日 鳶 連
Ｐ Ｃ 工 協

日本外壁仕上業協同組合連合会
（一社）日本機械土工協会
（一社）日本基礎建設協会
日本金属工事業協同組合
日本建設インテリア事業協同組合連合会

（一社）日本建設軀体工事業団体連合会
（一社）日本型枠工事業協会
（一社）日本建築板金協会
（一社）日本左官業組合連合会
日本室内装飾事業協同組合連合会

（一社）日本シャッター・ドア協会
（一社）日本造園組合連合会
（一社）日本造園建設業協会
（一社）日本タイル煉瓦工事工業会
（一社）日本塗装工業会
（一社）日本鳶工業連合会
（一社）プレストレスト・コンクリート工事業協会

略　称略　称団　体　名 団　体　名

※詳しくは建専連ホームページをご覧下さい。
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制度の特長 国の制度なので安全確実かつ安心

契約できる事業主、加入できる労働者

＜加入できる事業主＞ ＜対象となる労働者＞

建退共とは…

建設現場で働く方々のために「中小企業退職金共済法」という
法律により国が作った退職金制度です。

建設業の事業主と勤労者退職金共済機構が
退職金共済契約を結び、共済契約者となります。

その労働者が建設業界で働くことをやめたときに
当機構が直接労働者に退職金を支払います。

建設現場で働く労働者を被共済者として
その労働者に当機構が交付する共済手帳に
労働者が働いた日数に応じて共済証紙を貼ります。

退職金は国で定められた基準に
より計算して確実に支払われます。

退職金は、A企業からB企業にかわっても、
それぞれの期間を全部通算して計算されます。

建設業を営む方なら
誰でも加入できます

建設現場で働く
ほとんどの人が加入できます

総合・専門・元請・下請の別を問わず、専業でも兼業
でも、また、許可（大臣・知事）を受けているといない
とにかかわらず、加入できます。

職 種（大工・左官・とび・土工・
電工・配管工・塗装工...など）

国の制度なら
安心だね!!

毎日の労働が
退職後の喜びに
つながります。
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1年（12月） 
2年（24月） 
5年（60月） 
10年（120月）
15年（180月） 
20年（240月）
25年（300月）
30年（360月） 
35年（420月） 
40年（480月） 

  

※各都道府県建設業協会内にある建退共支部にお問い合わせ下さい。
（ホームページに建退共支部の所在地や連絡先が記載されています。）

企画調整課 制度全般     　 　　03（6731）2831-2　　 03（6731）2895
業　務　課　 契約関係      　　03（6731）2849
  更新関係      　　03（6731）2850　　   
  退職金関係　     　　03（6731）2846-7 
  移動通算関係　      　　03（6731）2851 
事業推進課 ホームページ・広報関係　    　　03（6731）2866-7　　 03（6731）2895
経　理　課　 共済証紙関係　     　　03（6731）2871-2　　 03（6731）2874

 
 

 
 

 
 

本　　　部　〒170-8055　東京都豊島区東池袋1-24-1　ニッセイ池袋ビル20F　 TEL FAX

掛金について

共済手帳について

退職金早見表（平成30年3月現在）

掛金は全額事業主負担、1人あたり1日　　　　　　です。　　　　

共済手帳は、労働者
1人1冊ずつ交付、
日本全国どこでも
通用します。

1冊目に交付される掛金助成手帳 2冊目以降に交付される共済手帳

お問い合わせ先

退職金は
長く働く
ほど有利
となります

独立行政法人 勤労者退職金共済機構  建設業退職金共済事業 

建退共のホームページを
ぜひ、ご覧下さい。 建退共 で検索

03（6731）2895

（赤）

1日券

10日券 （青）

1日券

10日券

中小企業用共済証紙 大手企業用共済証紙

18月 23月12月

約

万円
7

約

万円
4

約

万円
2

約

万円
41

約

万円
94

約

万円
157

約

万円
225

約

万円
302

約

万円
489

約

万円
603

約

万円
390

退職金額（単位:円）掛金納付年数（月数）

23,436
156,240
410,781
945,903

1,572,816
2,256,366
3,029,754
3,902,745
4,898,775
6,036,723
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建設工事の種類 （建設業法別表）
昭和46年制定 建設工事の内容　（告示） 建設工事の例示　

（建設業許可事務ガイドライン） 本書における関連ページ 建設工事の区分の考え方　（建設業許可事務ガイドライン）

土木一式工事
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工
作物を建設する工事（補修、改造又は解体す
る工事を含む。以下同じ）

土木のしごと　（10 ～ 11ページ）
高架橋ができるまで　（14 ～ 15ページ）
道路ができるまで　（16 ～ 17ページ）
土木工事業　（22ページ）

●「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。
●上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木
一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を
築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。

建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物
を建設する工事

建築のしごと　（12 ～ 13ページ）
建物ができるまで　（18 ～ 21ページ）
建築工事業　（23ページ）

●ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。

大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を築造
し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 大工工事、型枠工事、造作工事 大工工事業　（29ページ）

型枠大工工事業　（34ページ） －

左官工事
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、
繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける
工事

左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、
吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事 左官工事業　（38ページ）

●防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。
●ガラス張り工事及び乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。
●『左官工事』における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいい、『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子
吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいう。

とび・土工・コンクリート工事

イ　足場の組立て、機械器具・建設資材等
の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨
等の組立て等を行う工事

イ　とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、
重量物のクレーン等による揚重運搬配置工
事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック
据付け工事

とび・土工工事業　（31ページ）
建設揚重業　（36ページ）

●『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み（張り）工事」間の区分の考
え方は以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設
置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロック
を積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み（張り）工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における

「コンクリートブロック積み（張り）工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
●『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』
における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。

ロ　くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行
う工事

ロ　くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、
場所打ぐい工事 基礎工事業　（30ページ） －

ハ　土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行
う工事

ハ　土工事、掘削工事、根切り工事、発破
工事、盛土工事 機械土工工事業　（24ページ） －

ニ　コンクリートにより工作物を築造する工事
ニ　コンクリート工事、コンクリート打設工
事、コンクリート圧送工事、プレストレストコ
ンクリート工事

プレストレストコンクリート工事業　（26ペー
ジ）
コンクリート圧送工事業　（35ページ）

● 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。

ホ　その他基礎的ないしは準備的工事

ホ　地すべり防止工事、地盤改良工事、ボー
リンググラウト工事、土留め工事、仮締切り
工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付
属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石
工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、
アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜
水工事

切断穿孔工事業　（47ページ）
道路標識・標示業　（55ページ）

●「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。
●『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事を
いい、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。
●「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事である。
●「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。
●『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して
請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。
●トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当し、いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当する。

石工事
石材（石材に類似のコンクリートブロック及び
擬石を含む。）の加工又は積方により工作物を
築造し、又は工作物に石材を取付ける工事

石積み（張り）工事、コンクリートブロック積み
（張り）工事 タイル・れんが・ブロック工事業　（39ページ）

●『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み（張り）工事」間の区分
の考え方は以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部
材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリー
トブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み（張り）工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク
工事』における「コンクリートブロック積み（張り）工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく
工事 屋根ふき工事 板金工事業　（43ページ）

屋根工事業　（44ページ）

●「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」と
する。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。
●屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型である。
●屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行
う工事が含まれる。

電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電
気設備等を設置する工事

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、
変電設備工事、構内電気設備（非常用電気
設備を含む。）工事、照明設備工事、電車線
工事、信号設備工事、ネオン装置工事

電気工事業　（48ページ）
計装工事業　（53ページ）

●屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行
う工事が含まれる。
●『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複す
るものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器
具設置工事』に該当する。

管工事
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等
のための設備を設置し、又は金属製等の管を
使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するた
めの設備を設置する工事

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調
和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設
備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便
所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管
内更生工事

管工事業　（50ページ）
空調衛生設備工事業　（51ページ）
計装工事業　（53ページ）

●「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。
●し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽（合併処理槽を含む。）によりし尿を処理する施
設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式によ
り収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
●『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複する
ものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具
設置工事』に該当する。
●建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。
●上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木
一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を
築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
●公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』
等に区分すべきものである。

タイル・れんが・ブロツク工事
れんが、コンクリートブロック等により工作物を
築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロッ
ク、タイル等を取付け、又ははり付ける工事

コンクリートブロック積み（張り）工事、レン
ガ積み（張り）工事、タイル張り工事、築炉
工事、スレート張り工事、サイディング工事

タイル・れんが・ブロック工事業　（39ページ）

●「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する。
●「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。
●『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み（張り）工事」間の区分
の考え方は以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部
材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリー
トブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み（張り）工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク
工事』における「コンクリートブロック積み（張り）工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

建設工事の種類、内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正）と本書における関連ページ
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建設工事の種類 （建設業法別表）
昭和46年制定 建設工事の内容　（告示） 建設工事の例示　

（建設業許可事務ガイドライン） 本書における関連ページ 建設工事の区分の考え方　（建設業許可事務ガイドライン）

土木一式工事
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工
作物を建設する工事（補修、改造又は解体す
る工事を含む。以下同じ）

土木のしごと　（10 ～ 11ページ）
高架橋ができるまで　（14 ～ 15ページ）
道路ができるまで　（16 ～ 17ページ）
土木工事業　（22ページ）

●「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。
●上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木
一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を
築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。

建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物
を建設する工事

建築のしごと　（12 ～ 13ページ）
建物ができるまで　（18 ～ 21ページ）
建築工事業　（23ページ）

●ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。

大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を築造
し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 大工工事、型枠工事、造作工事 大工工事業　（29ページ）

型枠大工工事業　（34ページ） －

左官工事
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、
繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける
工事

左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、
吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事 左官工事業　（38ページ）

●防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。
●ガラス張り工事及び乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。
●『左官工事』における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいい、『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子
吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいう。

とび・土工・コンクリート工事

イ　足場の組立て、機械器具・建設資材等
の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨
等の組立て等を行う工事

イ　とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、
重量物のクレーン等による揚重運搬配置工
事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック
据付け工事

とび・土工工事業　（31ページ）
建設揚重業　（36ページ）

●『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み（張り）工事」間の区分の考
え方は以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設
置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロック
を積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み（張り）工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における

「コンクリートブロック積み（張り）工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
●『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』
における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。

ロ　くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行
う工事

ロ　くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、
場所打ぐい工事 基礎工事業　（30ページ） －

ハ　土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行
う工事

ハ　土工事、掘削工事、根切り工事、発破
工事、盛土工事 機械土工工事業　（24ページ） －

ニ　コンクリートにより工作物を築造する工事
ニ　コンクリート工事、コンクリート打設工
事、コンクリート圧送工事、プレストレストコ
ンクリート工事

プレストレストコンクリート工事業　（26ペー
ジ）
コンクリート圧送工事業　（35ページ）

● 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。

ホ　その他基礎的ないしは準備的工事

ホ　地すべり防止工事、地盤改良工事、ボー
リンググラウト工事、土留め工事、仮締切り
工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付
属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石
工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、
アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜
水工事

切断穿孔工事業　（47ページ）
道路標識・標示業　（55ページ）

●「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。
●『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事を
いい、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。
●「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事である。
●「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。
●『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して
請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。
●トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当し、いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当する。

石工事
石材（石材に類似のコンクリートブロック及び
擬石を含む。）の加工又は積方により工作物を
築造し、又は工作物に石材を取付ける工事

石積み（張り）工事、コンクリートブロック積み
（張り）工事 タイル・れんが・ブロック工事業　（39ページ）

●『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み（張り）工事」間の区分
の考え方は以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部
材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリー
トブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み（張り）工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク
工事』における「コンクリートブロック積み（張り）工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく
工事 屋根ふき工事 板金工事業　（43ページ）

屋根工事業　（44ページ）

●「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」と
する。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。
●屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型である。
●屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行
う工事が含まれる。

電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電
気設備等を設置する工事

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、
変電設備工事、構内電気設備（非常用電気
設備を含む。）工事、照明設備工事、電車線
工事、信号設備工事、ネオン装置工事

電気工事業　（48ページ）
計装工事業　（53ページ）

●屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行
う工事が含まれる。
●『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複す
るものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器
具設置工事』に該当する。

管工事
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等
のための設備を設置し、又は金属製等の管を
使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するた
めの設備を設置する工事

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調
和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設
備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便
所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管
内更生工事

管工事業　（50ページ）
空調衛生設備工事業　（51ページ）
計装工事業　（53ページ）

●「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。
●し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽（合併処理槽を含む。）によりし尿を処理する施
設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式によ
り収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
●『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複する
ものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具
設置工事』に該当する。
●建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。
●上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木
一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を
築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
●公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』
等に区分すべきものである。

タイル・れんが・ブロツク工事
れんが、コンクリートブロック等により工作物を
築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロッ
ク、タイル等を取付け、又ははり付ける工事

コンクリートブロック積み（張り）工事、レン
ガ積み（張り）工事、タイル張り工事、築炉
工事、スレート張り工事、サイディング工事

タイル・れんが・ブロック工事業　（39ページ）

●「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する。
●「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。
●『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み（張り）工事」間の区分
の考え方は以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部
材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリー
トブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み（張り）工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク
工事』における「コンクリートブロック積み（張り）工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
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鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより
工作物を築造する工事

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス
等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、
閘門、水門等の門扉設置工事

鋼構造物工事業　（37ページ）

●『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物
工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
●ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
●『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請
け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。

鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立て
る工事 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事 鉄筋工事業　（32ページ）

ガス圧接工事業　（33ページ）
●『鉄筋工事』は「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっており、「鉄筋加工組立て工事」は鉄筋の配筋と組立て、「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事である。鉄筋継手
にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等がある。

舗装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、
砂、砂利、砕石等により舗装する工事

アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工
事、ブロック舗装工事、路盤築造工事 舗装工事業　（25ページ） ●舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。

●人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当する。

しゆんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事 しゆんせつ工事 浚渫工事業　（27ページ） －

板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は
工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事 板金工事業　（43ページ）

●「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等である。
●「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とす
る。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。

ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事 －

塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又は
はり付ける工事

塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り
仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事

外壁仕上工事業　（40ページ）
塗装工事業　（42ページ）
道路標識・標示業　（55ページ）

●下地調整工事及びブラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。

防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によつ
て防水を行う工事

アスファルト防水工事、モルタル防水工事、
シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水
工事、注入防水工事

防水工事業　（45ページ）
●『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
●防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。

内装仕上工事
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビ
ニール床タイル、カーペット、ふすま等を用い
て建築物の内装仕上げを行う工事

インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、
内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工
事、ふすま工事、家具工事、防音工事

内装仕上工事業　（41ページ）
●「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいう。
●「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない。
●「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事をいう。

機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、
又は工作物に機械器具を取付ける工事

プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃
力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気
機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用
仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設
置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事

計装工事業　（53ページ）

●『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複する
ものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具
設置工事』に該当する。
●「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。
●「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管
工事』に該当する。
●公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』
等に区分すべきものである。

熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃
料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウ
レタン吹付け断熱工事

熱絶縁工事業　（52ページ） －

電気通信工事
有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネッ
トワーク設備、情報設備、放送機械設備等の
電気通信設備を設置する工事

有線電気通信設備工事、無線電気通信設備
工事、データ通信設備工事、情報処理設備工
事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、
放送機械設備工事、ＴＶ電波障害防除設備
工事

電気工事業　（48ページ）

●既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。なお、保守（電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をい
う。）に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない。
●『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複する
ものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具
設置工事』に該当する。

造園工事
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭
園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物
の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事

植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工
事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景
工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事

造園工事業　（28ページ）

●「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。
●「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。
●「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。
●「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。
●「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である。

さく井工事
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工
事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を
行う工事

さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘
削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削
工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事

－

建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付け
る工事

金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、
金属製カーテンウォール取付け工事、シャッ
ター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木
製建具取付け工事、ふすま工事

金属製建具工事業　（46ページ） －

水道施設工事
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配
水等の施設を築造する工事又は公共下水道若
しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工
事、下水処理設備工事

管工事業　（50ページ）
空調衛生設備工事業　（51ページ）

●上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土
木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設
備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
●し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽（合併処理槽を含む。）によりし尿を処理する施
設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式によ
り収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

消防施設工事
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは
消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物
に取付ける工事

屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工
事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は
粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工
事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備
工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設
備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、
避難橋又は排煙設備の設置工事

消防施設工事業　（49ページ）

●「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置す
る工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
●『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複す
るものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器
具設置工事』に該当する。

清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する
工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

●公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置
工事』等に区分すべきものである。
●し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽（合併処理槽を含む。）によりし尿を処理する
施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式
により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

解体工事 工作物の解体を行う工事 工作物解体工事 解体工事業　（54ページ） ●それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、
それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。
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建設工事の種類 （建設業法別表）
昭和46年制定 建設工事の内容　（告示） 建設工事の例示　

（建設業許可事務ガイドライン） 本書における関連ページ 建設工事の区分の考え方 （建設業許可事務ガイドライン）

鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより
工作物を築造する工事

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス
等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、
閘門、水門等の門扉設置工事

鋼構造物工事業　（37ページ）

●『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物
工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
●ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
●『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請
け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。

鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立て
る工事 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事 鉄筋工事業　（32ページ）

ガス圧接工事業　（33ページ）
●『鉄筋工事』は「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっており、「鉄筋加工組立て工事」は鉄筋の配筋と組立て、「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事である。鉄筋継手
にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等がある。

舗装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、
砂、砂利、砕石等により舗装する工事

アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工
事、ブロック舗装工事、路盤築造工事 舗装工事業　（25ページ） ●舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。

●人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当する。

しゆんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事 しゆんせつ工事 浚渫工事業　（27ページ） －

板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は
工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事 板金工事業　（43ページ）

●「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等である。
●「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とす
る。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。

ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事 －

塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又は
はり付ける工事

塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り
仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事

外壁仕上工事業　（40ページ）
塗装工事業　（42ページ）
道路標識・標示業　（55ページ）

●下地調整工事及びブラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。

防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によつ
て防水を行う工事

アスファルト防水工事、モルタル防水工事、
シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水
工事、注入防水工事

防水工事業　（45ページ）
●『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
●防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。

内装仕上工事
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビ
ニール床タイル、カーペット、ふすま等を用い
て建築物の内装仕上げを行う工事

インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、
内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工
事、ふすま工事、家具工事、防音工事

内装仕上工事業　（41ページ）
●「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいう。
●「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない。
●「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事をいう。

機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、
又は工作物に機械器具を取付ける工事

プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃
力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気
機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用
仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設
置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事

計装工事業　（53ページ）

●『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複する
ものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具
設置工事』に該当する。
●「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。
●「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管
工事』に該当する。
●公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』
等に区分すべきものである。

熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃
料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウ
レタン吹付け断熱工事

熱絶縁工事業　（52ページ） －

電気通信工事
有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネッ
トワーク設備、情報設備、放送機械設備等の
電気通信設備を設置する工事

有線電気通信設備工事、無線電気通信設備
工事、データ通信設備工事、情報処理設備工
事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、
放送機械設備工事、ＴＶ電波障害防除設備
工事

電気工事業　（48ページ）

●既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。なお、保守（電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をい
う。）に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない。
●『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複する
ものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具
設置工事』に該当する。

造園工事
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭
園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物
の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事

植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工
事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景
工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事

造園工事業　（28ページ）

●「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。
●「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。
●「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。
●「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。
●「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である。

さく井工事
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工
事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を
行う工事

さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘
削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削
工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事

－

建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付け
る工事

金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、
金属製カーテンウォール取付け工事、シャッ
ター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木
製建具取付け工事、ふすま工事

金属製建具工事業　（46ページ） －

水道施設工事
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配
水等の施設を築造する工事又は公共下水道若
しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工
事、下水処理設備工事

管工事業　（50ページ）
空調衛生設備工事業　（51ページ）

●上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土
木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設
備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
●し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽（合併処理槽を含む。）によりし尿を処理する施
設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式によ
り収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

消防施設工事
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは
消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物
に取付ける工事

屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工
事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は
粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工
事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備
工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設
備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、
避難橋又は排煙設備の設置工事

消防施設工事業　（49ページ）

●「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置す
る工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
●『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複す
るものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器
具設置工事』に該当する。

清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する
工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

●公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置
工事』等に区分すべきものである。
●し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽（合併処理槽を含む。）によりし尿を処理する
施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式
により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

解体工事 工作物の解体を行う工事 工作物解体工事 解体工事業　（54ページ） ●それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、
それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。
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（一社）日本型枠工事業協会

（一社）日本造園組合連合会

全国圧接業協同組合連合会

（一社）建設産業専門団体連合会

（一社）日本建設躯体工事業団体連合会

（一社）日本造園建設業協会

（一社）鉄骨建設業協会

（一社）日本鳶工業連合会

（公社）全国鉄筋工事業協会

（一社）日本機械土工協会

（一社）全国基礎工事業団体連合会

（一社）日本基礎建設協会

（一社）全国コンクリート圧送事業団体連合会

（一社）全国クレーン建設業協会

ダイヤモンド工事業協同組合

(一社)日本アンカー協会

（一社）全国防水工事業協会

日本建設インテリア事業協同組合連合会

（一社）全国建設室内工事業協会

（一社）全国タイル業協会

（一社）日本建築板金協会

（一社）日本左官業組合連合会

（一社）全国道路標識・標示業協会

（一社）全日本瓦工事業連盟

（一社）全国中小建築工事業団体連合会

（一社）日本タイル煉瓦工事工業会

（一社）カーテンウォール・防火開口部協会

（一社）日本塗装工業会

全国マスチック事業協同組合連合会

日本外壁仕上業協同組合連合会

（一社）日本ウレタン断熱協会

日本室内装飾事業協同組合連合会

（一社）日本シヤッター･ドア協会

（一社）全国地質調査業協会連合会

（一社）建設コンサルタンツ協会

（一社）全国測量設計業協会連合会

（一社）日本建設機械レンタル協会

（一社）日本計装工業会

消防施設工事協会

（一社）日本電設工業協会

（一社）日本空調衛生工事業協会

全国管工事業協同組合連合会

（一社）プレストレスト・コンクリート建設業協会

（一社）プレストレスト・コンクリート工事業協会

（公社）全国解体工事業団体連合会

日本金属工事業協同組合

全国建設弘済協議会

（職）全国建設産業教育訓練協会

道路建設産業労働組合協議会

全国建設労働組合総連合

中央職業能力開発協会

（独）勤労者退職金共済機構

建設業労働災害防止協会

（公財）建設業福祉共済団

（一財）建設業振興基金

国土交通省

厚生労働省

文部科学省

建設産業人材確保・育成推進協議会協賛団体

各都道府県における若年建設従事者入職
促進協議会又はこれに相当する機能を有
する団体

写真：pixta


